
第15回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

●事業報告
「新株予約権等の状況」
「会計監査人の状況」
「業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要」
「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
「会社の支配に関する基本方針」
●連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」
●計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

　

第15期
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

上記事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、書面交
付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書
面）への記載を省略しております。なお、本株主総会におきましては、書面交
付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除
いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

　



新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30,000

会計監査人の状況
① 名称 有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

３. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法
人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と
解任の理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使⽤⼈の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　a.当社では、取締役及び使⽤⼈が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等

に則った職務執行を行います。
　b.市⺠社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢⼒に対しては、弁護⼠や警察等とも連携し

て、毅然とした姿勢で組織的に対応します。
　c.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執

行の決定と取締役の職務の監督を行います。
　d.監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査します。
　e.社内の通報窓⼝に繋がるホットラインを備え、相談や通報の仕組み（以下、「内部通報制

度」という。）を構築します。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
　⽂書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要
⽂書（電磁的記録を含む。）は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理しま
す。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　a.リスク管理規程に基づき、リスクマネジメント活動を円滑、適正に推進します。リスクが顕

著化した場合⼜はリスクが顕著化するおそれがある場合、リスク管理規程に基づき迅速に対
応します。

　b.監査役会及び内部監査担当は、リスクマネジメント体制の実効性について監査します。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　a.取締役会規程に基づき、定例の取締役会を毎⽉１回開催するとともに、必要に応じて臨時取

締役会を開催し、重要な業務執行について協議・検討します。
　b.取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、決裁権限表等に基づき、職務分掌、指揮命令系

統、権限及び意思決定その他の組織体制を構築します。
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⑤ 使⽤⼈の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　a.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部⾨における執行の体制を確⽴します。
　b.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営しま

す。
　c.個⼈情報管理責任者を定め、同責任者を中⼼とする個⼈情報保護体制を構築し、運営しま

す。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個⼈情報保護とその継続的な改善に努
めます。

⑥ 当社及びその⼦会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社及びその⼦会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）は、コーポレー
トミッションを共有し、当社グループ内の経営資源を最⼤限に活⽤し、当社グループ全体の企
業価値の最⼤化を図るため、以下の措置を講じます。

　a.適正なグループ経営を推進するため関係会社管理規程を定め、⼦会社の⾃主性を尊重しつ
つ、重要事項の執行については同規程に従い、⼦会社から当社へ事前に共有させることと
し、当社の関与のもと当社グループとしての適正な運営を確保します。

　b.上記③の損失の危険の管理に関する事項については、グループ各社に適⽤させ、当社におい
て当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。

　c.当社の内部監査担当者は、グループ各社における業務が法令及び定款に適合し、かつ適切で
あるかについての内部監査を行い、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査役及び
会計監査⼈とも共有します。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使⽤⼈を置くことを求めた場合における当該使⽤⼈に関する
事項及び当該使⽤⼈の取締役からの独⽴性に関する事項

　a.監査役は、監査役の指揮命令に服する使⽤⼈（以下、「監査役の補助者」という。）を置く
ことを取締役会に対して求めることができます。

　b.監査役の補助者は、監査役の指揮命令に従い、監査役監査に必要な情報を収集します。
　c.監査役の補助者の⼈事異動、⼈事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要

とします。
　d.監査役の補助者は、監査役に同行して、取締役会その他の重要会議、代表取締役や会計監査

⼈との定期的な意⾒交換に参加することができます。また、必要に応じて、弁護⼠、公認会
計⼠等から監査業務に関する助⾔を受けることができます。
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⑧ 取締役及び使⽤⼈が監査役に報告するための体制
　a.取締役及び使⽤⼈は、法定の事項に加え、当社に重⼤な影響を及ぼすおそれのある事項、重

要な会議体で決議された事項、内部通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役
に報告します。

　b.取締役及び使⽤⼈は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告します。

⑨ ⼦会社の取締役及び使⽤⼈⼜はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するた
めの体制

　a.⼦会社の取締役及び使⽤⼈は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求めら
れた時は、速やかに適切な報告を行います。

　b.⼦会社の取締役及び使⽤⼈は、法令等の違反行為等、当社⼜は当社の⼦会社に重⼤な影響を
及ぼすおそれのある事項については、これを発⾒次第、遅滞なく監査役に報告します。

　c.報告した者に対しては、⼈事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮してはならず、報
告した者は、⾃⾝の異動、⼈事評価及び懲戒等について、その理由の調査を監査役に依頼す
ることができます。

⑩ 監査役の職務の遂行について⽣じる費⽤債務の処理に係る⽅針に関する事項
　当社は、監査役が通常の監査によって⽣ずる費⽤を請求した場合は速やかに処理します。通
常の監査費⽤以外に、緊急の監査費⽤、専⾨家を利⽤する新たな調査費⽤が発⽣する場合にお
いては、監査役は担当の役員に事前に通知するものとします。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　a.監査役は、定期的に代表取締役と意⾒交換を行います。また、必要に応じて当社の取締役及

び重要な使⽤⼈からヒアリングを行います。
　b.監査役は、必要に応じて会計監査⼈と意⾒交換を行います。
　c.監査役は、必要に応じて独⾃に弁護⼠及び公認会計⼠その他の専⾨家の助⼒を得ることがで

きます。
　d.監査役は、定期的に内部監査担当者と意⾒交換を行い、連携の強化を図ります。

⑫ 財務報告の信頼性を確保するための体制
　金融商品取引法及び関連諸法令に従い、財務報告に係る内部統制を整備し、適切な運⽤に努
めることにより、財務報告の信頼性を確保します。

－ 4 －



⑬ 反社会的勢⼒排除に向けた基本的な考え⽅及びその整備状況
　a.反社会的勢⼒とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本⽅針

とし、これを社内に周知し明⽂化しています。また、取引先がこれらと関わる個⼈、企業、
団体等であることが判明した場合には取引を解消します。

　b.BFG (Business Foundation enhancement Group)を反社会的勢⼒排除の責任部⾨と位置
付け、情報の一元管理・蓄積等を行います。また、反社会的勢⼒による被害を未然に防止す
るための体制を構築するとともに、役員及び使⽤⼈が基本⽅針を遵守するよう教育・研修を
行います。

　c.反社会的勢⼒による不当要求が発⽣した場合には、警察及び弁護⼠等の外部専⾨機関と連携
し、有事の際の協⼒体制を構築します。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運⽤状況の概要は以下のとおりであります。
　①「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき、リスク・コンプライアンス管

理委員会を四半期毎に開催し、コンプライアンス遵守状況、発⽣したリスク及びその対応状
況に関し役職員に対して適切に共有しております。

　②内部監査担当者による監査や、内部通報制度の運⽤等により、諸規定の遵守状況や業務プロ
セスの適正な実施状況の確認を行っております。

　③「関係会社管理規程」に基づき、⼦会社に対して、内部監査担当者が、⼦会社役職員へのヒ
アリング等を通じ運⽤状況の監査を行っております。

会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の⽅針の決定を支配する者のあり⽅に関する基本⽅針について
は、特に定めておりません。
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(2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 860,661 840,731 2,708,073 － 4,409,465

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △196,660 △196,660

親会社株主に帰属する当期純利益 1,016,322 1,016,322

自 己 株 式 の 取 得 △93 △93

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) －

当連結会計年度変動額合計 － － 819,661 △93 819,568

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 860,661 840,731 3,527,734 △93 5,229,034

その他の包括利益累計額
純資産合計為替換算

調整勘定
そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 21,914 21,914 4,431,379

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △196,660

親会社株主に帰属する当期純利益 1,016,322

自 己 株 式 の 取 得 △93

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 19,948 19,948 19,948

当連結会計年度変動額合計 19,948 19,948 839,516

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 41,862 41,862 5,270,896

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数 ４社
・主要な連結子会社の名称 Human Technologies Singapore PTE. LTD.

ITエージェント株式会社
Human Technologies Lanka (Pvt) Ltd.
Human Technologies(Thailand) Co., Ltd.

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ.有価証券
満期保有目的の債券
　償却原価法（定額法）を採用しております。
その他有価証券
　市場価格のない株式等
　　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ.運用目的の金銭の信託
時価法を採用しております。

ハ.棚卸資産
商品
　総平均法による原価法を採用しております。
　（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ.有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採
用しております。また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
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なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備　　　  ６～23年
工具、器具及び備品  ２～15年

ロ.無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ.貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ.賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上し
ております。

④ 収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社は、下記の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客
に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
 ステップ1：顧客との契約を識別する。
 ステップ2：契約における履行義務を識別する。
 ステップ3：取引価格を算定する。
 ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
 ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及
び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、
取引の対価は、履行義務充足と同時、もしくは、履行義務充足時点から概ね１ヶ月以内に受領しており、
重要な金融要素はありません。また、変動対価の見積りに重要性はありません。

　勤怠管理SaaS事業
　本事業においては、顧客との契約に基づいてクラウド型サービスを提供しております。これらは契約期
間において、顧客にサービスを提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、クラウド型サービ
スの提供に応じて充足されると判断し、サービス提供期間に応じて収益を認識しております。
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⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。
　なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用
は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上し
ております。

２. 会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　　繰延税金資産　　256,752千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
　繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）に
定める企業分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異に係る繰延税金資産が、将来の税金
負担額を軽減する効果を有する範囲内で計上しております。

②主要な仮定
　繰延税金資産の回収可能性は、企業分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の解消見
込年度のスケジューリング等に用いられる仮定に依存します。課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎と
しており、著しい経営環境の悪化等はないと判断しております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　課税所得は、主要な仮定や将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。
翌連結会計年度における課税所得の十分性の状況などにより企業分類が変更になった場合、繰延税金資産の
取崩し等が発生する可能性があります。
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普通株式 9,593,200株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ６ 月 2 6 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 196,660 20.5 2025年３月31日 2025年６月27日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年６月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 306,981 32.0 2026年３月31日 2026年６月29日

３. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

(2) 配当に関する事項
① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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４. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

　①金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金計画に基づき、事業に必要な資金を主として自己資金により手当てしておりま
す。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。なお、デリバティブ取引については行わ
ない方針であり、リスク回避のためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合には、規程等の整備を行
った上で実行する方針であります。

　②金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスク及び市場リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。

　③金融商品に係るリスク管理体制
１．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理するととも
に、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、
当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
２．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　為替リスクについては、通貨別月別の為替変動を定期的にモニタリングしております。
３．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動
性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

　④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

有価証券
　満期保有目的の債券 748,297 746,780 △1,517

区分 当連結会計年度（千円）

　非上場株式 845

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 3,645,674 － － －

売掛金 934,832 － － －

金銭の信託 300,000 － － －

有価証券

　満期保有目的の債券

　　社債 748,297 － － －

合計 5,628,803 － － －

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金及び預
金、売掛金、金銭の信託、買掛金、未払金、未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、注記を省略しております。

（注）１．市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額

（注）２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
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時価（千円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券
　満期保有目的の債券
　　社債 － 746,780 － 746,780

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託及び有価証券
　当社が保有している金銭の信託及び有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相
場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
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金額
KOT SaaSサービス
その他

6,708,986
787,336

顧客との契約から生じる収益 7,496,323
外部顧客への売上高 7,496,323

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権
　売掛金（期首残高） 761,750
　売掛金（期末残高） 934,832
契約負債（期首残高） 210,963
契約負債（期末残高） 333,016

５. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「１.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (3)会計方針に関する事項 ④収
益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

①契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

　契約負債は、主として顧客からの前受収益に関するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩
されます。
　なお、当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、
142,997千円であります。
　また、当連結会計年度の契約負債の重要な変動は、主に前受収益の受領による増加であります。

②残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年超の重要な契約がないため、実務上の便法を使用
し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しています。
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(1) １株当たりの純資産額 549円44銭
(2) １株当たりの当期純利益 105円94銭

６. １株当たり情報に関する注記
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(2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで)

株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資 本

準備金
資本剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 860,661 840,731 840,731 4,982 2,674,641 2,679,624 － 4,381,017 4,381,017

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △196,660 △196,660 △196,660 △196,660

当 期 純 利 益 1,036,548 1,036,548 1,036,548 1,036,548

自 己 株 式 の 取 得 △93 △93 △93

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 839,887 839,887 △93 839,794 839,794

当 期 末 残 高 860,661 840,731 840,731 4,982 3,514,529 3,519,512 △93 5,220,811 5,220,811

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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建物附属設備 ６年～23年
器具及び備品 ３年～15年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
イ.子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
ロ.有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。
その他有価証券
 　市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

ハ.運用目的の金銭の信託 時価法を採用しております。
ニ.棚卸資産

 　商品 総平均法による原価法を採用しております。
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

②無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。

(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金 従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を
計上しております。
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① 短期金銭債権 1,884千円
② 短期金銭債務 22,616千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高 291,539千円

(4) 収益及び費用の計上基準
　　当社は、下記の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
　　 ステップ1：顧客との契約を識別する。
　　 ステップ2：契約における履行義務を識別する。
　　 ステップ3：取引価格を算定する。
　　 ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
　　 ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、取引の対価は、履
行義務充足と同時、もしくは、履行義務充足時点から概ね１ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は
ありません。また、変動対価の見積りに重要性はありません。

勤怠管理SaaS事業
本事業においては、顧客との契約に基づいてクラウド型サービスを提供しております。これらは契約期間
において、顧客にサービスを提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、クラウド型サービス
の提供に応じて充足されると判断し、サービス提供期間に応じて収益を認識しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
　　繰延税金資産　　254,551千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結注記表「２. 会計上の見積りに関する注記（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に
関する情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

３. 貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

４. 損益計算書に関する注記
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普通株式 43株

繰延税金資産
子会社株式評価損 22,601千円
賞与引当金 52,670千円
決算賞与 22,081千円
ソフトウエア 131,566千円
未払事業税 15,932千円
その他 32,299千円

繰延税金資産小計 277,153千円
評価性引当額 △22,601千円

繰延税金資産合計 254,551千円

(1) １株当たりの純資産額 544円22銭
(2) １株当たりの当期純利益 108円05銭

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

7. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 ５.収益認識に関する注
記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

8. １株当たり情報に関する注記
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